
 

 

①情報を得た教職員から報告を受け、共通理解を図る。 

②調査方針及び分担を決定する。 

③事案の状況から、調査班を決定する。２名以上の教員で事実確認を行うようにする。 

 

 

④事実確認の報告を受け、事実関係を把握する。 

⑤対応班のメンバー、指導方針を決定する 

 

 

⑥対応班によるいじめ解消に向けた具体的な取組を行う。 

⑦職員会議で報告、全教職員で共通理解し、解消に向けた経過観察を行う。 

                                           別紙４ 

組織的対応 

               日常の観察、幼児児童生徒からの訴え、連絡帳による訴え 

               いじめアンケート、個人・保護者面談等からの情報 

       いじめと判断されれば 

               いじめ対応委員会を招集し対応 

                

①情報の流れ 

   情報を得た教職員  

   →生徒指導部長・該当学部長  

  →教頭 

     →担任・該当学部教職員 

    →校長 

   →県教育委員会 

 

②保護者へは、事実確認をした後 

連絡する。その後適宜連絡する。  

 

 

      

 

 

連携                     連絡・相談 

 

 

①いじめ解消に向けた指導をする。 

 いじめられた幼児児童生徒には、どんなことがあろうと守り抜くことを 

 約束する。またいじめた幼児児童生徒には、「いじめは決して許されない 

行為である」という認識を持たせる。 

②暴力・恐喝等の犯罪行為等、学校だけでは指導が困難な場合、または 

重大な事案があった場合は 関係機関に支援を依頼する   

                 

             

 ①全教育活動を通して、幼児児童生徒にいじめに対する正しい認識を持たせる。 

             ②いじめ発生の反省を踏まえて、再発防止のための研修会や、未然防止活動 

              のための研修会などに取り組む。                     

 

調査班による事実確認 

指導体制、方針決定 

いじめ情報のキャッチ 

正確な実態把握 

対応班による解消に向けた取り組み 

保護者 幼児児童生徒への指導・支援 

関係機関 

ＰＴＡ 

垂水警察署 

神戸西部少年サポートセンター    

こども家庭センター 

カウンセラー 

臨床心理士 

その他関係機関 

 

再発防止に向けた取り組み 

※生命又は身体に安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合 

①速やかに県教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。 

②県教育委員会の支援のもと、管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事後解決に当たる。 

③事案によっては、当事者の同意を得た後、説明文書の配布や緊急保護者会を実施する。 

④マスコミ対応は情報の窓口を一本化する。 

※ネット上でのいじめの対応 

 ネットを利用したいじめは、その匿名性のために罪悪感が低くなりがちである。相手の気持ちが分かりにくく、いじめ

がエスカレートしやすいうえに、広範囲に広がる危険性がある。 

  ①幼児児童生徒に、ネットに関する正しい知識を提供する。 

  ②誹謗中傷を書き込むことは「いじめ」にもつながり、悪質なものは警察に検挙されること等を幼児児童生徒に認識

させる。 

 


